
金沢市役所建築指導課 空き家活用室

076-220-2136

akiya@city.kanazawa.lg.jp

詳細はこちら

事前に申請が必要です
詳細については、下記の連絡先までお問い合わせください

空き家の
管理費用を補助します

補助金最大 ５万円

対     象 個人が所有する市内の空き家

 （一戸建て住宅に限る）

補 助 額 委託料のうち上限５万円／年度

（補助率：1/2）※最大３カ年度

対 象 者 空き家の所有者または法定相続人等

対象経費・見回り、点検、通気、通水
・除草及び樹木の剪定
・害虫及び害獣の駆除 等
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